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No.837 2023 年 9 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
デ
ー

だ
れ
で
も
カ
フ
ェ
ほ
か

「筋力向上トレーニング講習会」

　福祉会館の機能訓練室のマシーンを使うための講習

会です。参加希望者の方に合わせて日程調整を行い、

随時開催しています。再受講の希望も受付けています。

　参加希望の方は、電話でお申し込みください。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

～
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
デ
ー
奥
多
摩
～

映
画
上
映
会
＆
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
を
開
催

　
９
月
の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

月
間
に
あ
わ
せ
、
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
デ
ー
奥
多
摩
・
映
画
上
映

会
＆
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
を
開
催

し
ま
す
。

　

〔
日
時
〕
９
月
30
日(

土)

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

受
付
は
午
後
１
時
か
ら

〔
会
場
〕
文
化
会
館
視
聴
覚
室

〔
内
容
〕
認
知
症
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
映
画
「
ぼ
け
ま
す
か
ら
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
」

　
上
映
後
、
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

を
多
目
的
ホ
ー
ル
で
開
催
し
ま

す
。
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
認
知

症
に
つ
い
て
み
ん
な
で
考
え
ま

し
ょ
う
。

〔
定
員
〕
１
０
０
名(

町
内
在

住
者
・
先
着
申
込
順)

〔
申
込
期
間
〕
９
月
14
日(

木
）

ま
で

〔
参
加
費
〕
無
料

＊
古
里
小
学
校
校
庭
を
駐
車
場

と
し
て
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

☎
83
‐
８
５
５
５

「
地
域
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
定
」
を

新
た
な
事
業
所
と
締
結
し
ま
し
た

　
町
で
は
、
町
民
の
み
な
さ
ん

が
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ

ま
で
も
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け

ら
れ
る
地
域
社
会
の
実
現
を
目

指
し
て
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢

者
な
ど
の
見
守
り
を
充
実
さ
せ

る
た
め
、
協
力
事
業
者
と
見
守

り
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
て

お
り
、９
月
１
日
に
新
た
に「
東

京
ヤ
ク
ル
ト
販
売
株
式
会
社
」

と
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
東
京
ヤ
ク
ル
ト
販
売
株
式
会

社
は
、
販
売
で
町
内
を
回
っ
て

い
る
事
業
者
で
す
。
　

　
こ
の
地
域
見
守
り
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
協
定
は
、
協
力
事
業
者

が
日
常
業
務
の
中
で
「
穏
や
か

な
見
守
り
」
を
行
い
、
異
変
を

発
見
し
た
際
に
町
へ
連
絡
、
も

し
く
は
緊
急
対
応
を
要
す
る
場

合
は
警
察
・
消
防
署
へ
直
接
通

報
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
協
定
を
通
じ
て
、
地
域

全
体
の
見
守
り
の
向
上
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

町と「見守り協定」を締結しているコープみらいでは「だれでもカフェ奥多摩」を開催し
ます。午前中のひと時、おしゃべりをしながら簡単な工作などを一緒に楽しみませんか？
今回は牛乳パックを使ってペン立てを作ります。
当日はコープみらいのスタッフ数名が会場で皆さまの来場をお待ちしています。

【日時】 ９月１９日（火） １０：３０～１２：００

【会場】 奥多摩町福祉会館 ２階 会議室

【参加費】 無料 【定員】 １０名

【申込不要】 直接会場へお越しください。

【問い合わせ】 奥多摩町地域包括支援センター ☏ ０４２８ ８３ ８５５５

※この活動は、コープの子育て・高齢者支援事業の一つで、地域の居場所づくりを目的としており、営利を

目的としているものではありません。 ※この事業は奥多摩町地域包括支援センターが協力しています。
※感染状況によっては、マスクの着用等を求める場合があります。

牛乳パックを使って
ペン立てを作ります

写真はイメージです
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No.837 令和 5年 9月 5日広 報 お く た ま
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　マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進などを目的として、キャッシュレス決済サービス

（クレジットカード、電子マネー、ＱＲコードなど）で利用可能なポイントが付与される国の事業です。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不

安がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いをす

る臨時窓口を設置しています。

【会場・開催日】

会　　場 開　催　日 受　付　時　間

 文化会館（１階会議室）  　９月２０日（水）
午前９時１５分から正午・午後１時から４時

 役場（地下１階会議室）    ９月２９日（金）

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをする、キャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよび

　　セキュリティコード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のア

　　プリが入ったスマートフォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【その他・注意事項】

　・マイナポイント第２弾は、令和５年２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象

　　です。

　・この臨時窓口終了後は、「健康保険証としての利用申込」や「公金受取口座の登録」は、町の窓口

　　では行いませんので、原則各自で行っていただくこととなります。

　・申込期限間近にお申し込みをされた場合、ポイントを受け取れないといったことが生じる恐れがあ

　　りますので、余裕をもってお早めにお申し込みください。

　・詳しくは、広報おくたま８月号をご覧ください。

＊マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

　総務省ホームページ　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※臨時窓口に関する問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９

 マイナポイント申込支援臨時窓口開設
～マイナポイント第２弾の申込期限は９月末まで～

受験生チャレンジ支援貸付事業
　東京都では、一定所得以下の世帯の子どもを対象に「受験生チャレンジ支援貸付事業」を実施し

ています。高等学校や大学など各種学校への受験料や、学習塾の授業料を無利子にて貸付し、対象

となる世帯の子どもの教育機会の確保を図る事業です。

　また、入学した場合には返済が免除されます。(償還免除 )

＊申し込みには、対象要件などがありますので、詳細な内容についてはお問い合わせください。

※申し込み、問い合わせは、社会福祉協議会　☎８３－３８５５
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　マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進などを目的として、キャッシュレス決済サービス

（クレジットカード、電子マネー、ＱＲコードなど）で利用可能なポイントが付与される国の事業です。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不

安がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いをす

る臨時窓口を設置しています。

【会場・開催日】

会　　場 開　催　日 受　付　時　間

 文化会館（１階会議室）  　９月２０日（水）
午前９時１５分から正午・午後１時から４時

 役場（地下１階会議室）    ９月２９日（金）

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをする、キャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよび

　　セキュリティコード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のア

　　プリが入ったスマートフォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【その他・注意事項】

　・マイナポイント第２弾は、令和５年２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象

　　です。

　・この臨時窓口終了後は、「健康保険証としての利用申込」や「公金受取口座の登録」は、町の窓口

　　では行いませんので、原則各自で行っていただくこととなります。

　・申込期限間近にお申し込みをされた場合、ポイントを受け取れないといったことが生じる恐れがあ

　　りますので、余裕をもってお早めにお申し込みください。

　・詳しくは、広報おくたま８月号をご覧ください。

＊マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

　総務省ホームページ　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※臨時窓口に関する問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９

 マイナポイント申込支援臨時窓口開設
～マイナポイント第２弾の申込期限は９月末まで～

受験生チャレンジ支援貸付事業
　東京都では、一定所得以下の世帯の子どもを対象に「受験生チャレンジ支援貸付事業」を実施し

ています。高等学校や大学など各種学校への受験料や、学習塾の授業料を無利子にて貸付し、対象

となる世帯の子どもの教育機会の確保を図る事業です。

　また、入学した場合には返済が免除されます。(償還免除 )

＊申し込みには、対象要件などがありますので、詳細な内容についてはお問い合わせください。

※申し込み、問い合わせは、社会福祉協議会　☎８３－３８５５
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　マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進などを目的として、キャッシュレス決済サービス

（クレジットカード、電子マネー、ＱＲコードなど）で利用可能なポイントが付与される国の事業です。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不

安がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いをす

る臨時窓口を設置しています。

【会場・開催日】

会　　場 開　催　日 受　付　時　間

 文化会館（１階会議室）  　９月２０日（水）
午前９時１５分から正午・午後１時から４時

 役場（地下１階会議室）    ９月２９日（金）

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをする、キャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよび

　　セキュリティコード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のア

　　プリが入ったスマートフォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【その他・注意事項】

　・マイナポイント第２弾は、令和５年２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象

　　です。

　・この臨時窓口終了後は、「健康保険証としての利用申込」や「公金受取口座の登録」は、町の窓口

　　では行いませんので、原則各自で行っていただくこととなります。

　・申込期限間近にお申し込みをされた場合、ポイントを受け取れないといったことが生じる恐れがあ

　　りますので、余裕をもってお早めにお申し込みください。

　・詳しくは、広報おくたま８月号をご覧ください。

＊マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

　総務省ホームページ　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※臨時窓口に関する問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９

 マイナポイント申込支援臨時窓口開設
～マイナポイント第２弾の申込期限は９月末まで～

受験生チャレンジ支援貸付事業
　東京都では、一定所得以下の世帯の子どもを対象に「受験生チャレンジ支援貸付事業」を実施し

ています。高等学校や大学など各種学校への受験料や、学習塾の授業料を無利子にて貸付し、対象

となる世帯の子どもの教育機会の確保を図る事業です。

　また、入学した場合には返済が免除されます。(償還免除 )

＊申し込みには、対象要件などがありますので、詳細な内容についてはお問い合わせください。

※申し込み、問い合わせは、社会福祉協議会　☎８３－３８５５
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　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不

安がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いをす

る臨時窓口を設置しています。

【会場・開催日】

会　　場 開　催　日 受　付　時　間

 文化会館（１階会議室）  　９月２０日（水）
午前９時１５分から正午・午後１時から４時

 役場（地下１階会議室）    ９月２９日（金）

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号
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　　セキュリティコード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のア

　　プリが入ったスマートフォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【その他・注意事項】

　・マイナポイント第２弾は、令和５年２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象

　　です。
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　　では行いませんので、原則各自で行っていただくこととなります。

　・申込期限間近にお申し込みをされた場合、ポイントを受け取れないといったことが生じる恐れがあ

　　りますので、余裕をもってお早めにお申し込みください。

　・詳しくは、広報おくたま８月号をご覧ください。

＊マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。
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